






更生保護就労支援事業による効果について

～刑務所出所者等総合的就労支援対策と更生保護就労支援事業の比較～

１．就職活動支援について

（１）調査対象

ア 刑務所出所者等総合的就労支援対策において公共職業安定所による担当者制の相談

支援を受けた者 100名

※ 更生保護就労支援事業非実施庁について，安定所での支援の件数に応じて調査人員を傾斜配分

※ H30.4.1以降に安定所の支援を受けた者につき，各庁で支援を受けた順番で傾斜配分された人員

に到達するまでが調査対象

※ 自力での就労が困難であるものの，自発的に公共職業安定所への継続的な通所が可能である者が

支援対象

イ 更生保護就労支援事業の就職活動支援の対象者 100名

※ 更生保護就労支援事業実施庁について，就職活動支援の件数に応じて調査人員を傾斜配分

※ H30.4.1以降に更生保護就労支援事業所の支援を受けた者につき，各庁で支援を受けた順番で傾

斜配分された人員に至るまでが調査対象

※ 自力での就労が困難である者のうち，安定所の支援では就労確保ができないため，より一層

手厚い支援が必要である者（アよりも就労確保が困難な者）

（２）調査結果の概要

ア 全体

総合対策による支援 更生保護就労支援事業による支援

就職率 ７５．０％   ８２．０％   

就労までの期間（平均） １．８月   １．５月   

雇用形態（常勤率） ５８．７％   ６２．２％   

就労継続月数（平均） ２．１月   ５．２月   

現在も就労継続している者 ３８．０％   ４４.０％   

就職率，雇用形態（常勤率），現在も（支援により就職した職場で）就労継続している者の割合

について，いずれも更生保護就労支援事業による支援の方が高かった。また，更生保護就労支援

事業による支援の方が，就労までの期間（平均）がやや短い一方で，就労継続月数（平均）は長

かった。

イ 男女ごとの就職率

性別
総合対策による支援 更生保護就労支援事業による支援

支援人員 うち就職に至った者 支援人員 うち就職に至った者

男性 ８９ ７５．３％ ８４   ８１％

女性 １１ ７２．７％ １６ ８７．５％

男性，女性いずれも更生保護就労支援事業による支援の方が就職率が高かった。また，総合対

策による支援は男性の方が就職率が高く，更生保護就労支援事業による支援は女性の方が就職率

が高かった。



ウ 保護観察の種類ごとの就職率

保護観察の種類
総合対策による支援 更生保護就労支援事業による支援

支援人員 うち就職に至った者 支援人員 うち就職に至った者

保護観察処分少年 ９ ８８．９％ ２１ ９０．５％

少年院仮退院者 ８ ８７．５％ ２２ ９５．５％

仮釈放者 ４０ ７２．５％ ２５   ８０％

保護観察付執行猶予者 ３１ ６１．３％ ２８ ６４．３％

更生緊急保護対象者 １２ １００％ ４ １００％

いずれの保護観察の種類も更生保護就労支援事業による支援の方が就職率が高かった。特に，

少年院仮退院者，仮釈放者でその傾向が高かった。

エ 罪名ごとの就職率

罪名
総合対策による支援 更生保護就労支援事業による支援

支援人員 うち就職に至った者 支援人員 うち就職に至った者

窃盗 ３５ ７４．３％ ４６ ８２．６％

詐欺 １１ １００％ ３ １００％

覚せい剤取締法違反等 １９ ６３．２％ １７ ６４．７％

性犯罪 ５   ６０％ １０   ９０％

傷害・暴行 ８   ７５％ ９ １００％

その他（殺人，放火，道

交法違反等）
２２ ７７．３％ １５   ８０％

  いずれの罪名も更生保護就労支援事業による支援の方が就職率が高く，特に性犯罪については

その傾向が高かった。また，いずれの支援も覚せい剤取締法違反等に対する就職率が低い傾向に

あった。

２．職場定着について

  東日本大震災の被災３県においては，民間委託による職場定着支援（３か月）を実施して

おり，その効果は以下のとおり。

職場定着率（３か月の支援期間終了まで職場に定着した者の割合）

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

盛岡 ９４．１％ ８７．５％ ８８．９％

仙台 ７７．８％ ７０．７％   ６６％

福島 ７３．３％ ６６．７％   ８１％

計 ７８．７％ ７１．４％ ７２．７％

※ 協力雇用主に対するアンケート（H31.3公表）によれば，協力雇用主が採用した者の25.3%が３

月以内に退職

※ １の（２）のアの調査結果によれば，安定所の支援を受けた者は，平均継続期間は2.1月







１．事業導入の経緯について

 平成１８年度から，法務省矯正局・保護局，厚生労働省職業安定局の連携によ

る「刑務所出所者等総合的就労支援対策」が開始され，関係機関の連携体制の

確保とともに，企業等の雇用のインセンティブを増加させるための新たな支援

メニュー（矯正施設の職業訓練等の充実，トライアル雇用奨励金，身元保証制

度等）を開始した。

 しかしながら，国は，刑務所出所者等の特性（例 意欲の欠如，職業経験・能力

の低さ，ストレス脆弱性等）に応じた就職活動，雇い入れる企業の雇用管理，

職場定着に必要な労使双方の調整等のノウハウがなく，就職・職場定着に至ら

ないケースが多く，実際に保護観察終了時の無職者の割合も増加していた（平

成 20年 19.8%⇒21年 23.7%）。

 そのため，これまでの支援メニューに加えて，障害者のジョブコーチ制度を参

考として，民間のノウハウを生かしつつ，出所者等及び雇用する企業の両者に

マンツーマンで寄り添い，丁寧に助言指導をすることで，ミスマッチをなくす

とともに安定した就労継続がなされるよう，平成 23年度からモデル事業として
導入されたものである（当初は３か所）。

２．モデル庁の選定について

検証のため，大規模庁（東京：最も無職者数が多い），中規模庁（福岡：地方庁），

小規模庁（宇都宮：管内に複数の矯正施設あり）というタイプの違う庁からモデル庁

を選定。

３．実施庁の拡充について

  保護観察開始時無職数の多い庁から優先的に増設置。

更生保護就労支援事業実施庁 庁数

H23 宇都宮，東京，福岡 3
H24 宇都宮，東京，福岡，札幌，名古屋，大阪 6
H25 宇都宮，東京，福岡，札幌，名古屋，大阪 6
H26 宇都宮，東京，福岡，札幌，名古屋，大阪，千葉，横浜，神戸 9
H27 宇都宮，東京，福岡，札幌，名古屋，大阪，千葉，横浜，神戸，さ

いたま，静岡，広島，那覇

13

H28 宇都宮，東京，福岡，札幌，名古屋，大阪，千葉，横浜，神戸，さ

いたま，静岡，広島，那覇，京都，高松

15

H29 宇都宮，東京，福岡，札幌，名古屋，大阪，千葉，横浜，神戸，さ

いたま，静岡，広島，那覇，京都，高松，前橋，岐阜

17

H30 宇都宮，東京，福岡，札幌，名古屋，大阪，千葉，横浜，神戸，さ

いたま，静岡，広島，那覇，京都，高松，前橋，岐阜，岡山

18

H31
(R1)

宇都宮，東京，福岡，札幌，名古屋，大阪，千葉，横浜，神戸，さ

いたま，静岡，広島，那覇，京都，高松，前橋，岐阜，岡山

18



○ 保護観察終了時の無職者数・割合

(1)  更生保護就労支援事業実施庁（１８庁）

H27 H28 H29 H27 H28 H29 H27 H28 H29

東京 3,107 3,117 2,886 619 660 611 19.9% 21.2% 21.2%

大阪 3,446 3,160 2,856 732 654 562 21.2% 20.7% 19.7%

横浜 2,031 1,833 1,777 387 355 363 19.1% 19.4% 20.4%

名古屋 1,812 1,814 1,789 341 334 310 18.8% 18.4% 17.3%

神戸 1,649 1,521 1,509 322 282 292 19.5% 18.5% 19.4%

さいたま 1,478 1,351 1,350 271 248 279 18.3% 18.4% 20.7%

福岡 1,939 2,066 1,996 478 431 381 24.7% 20.9% 19.1%

千葉 1,388 1,267 1,183 242 267 255 17.4% 21.1% 21.6%

札幌 849 757 714 235 222 207 27.7% 29.3% 29.0%

広島 983 859 737 233 216 196 23.7% 25.1% 26.6%

京都 866 790 769 200 219 180 23.1% 27.7% 23.4%

静岡 729 739 676 159 152 145 21.8% 20.6% 21.4%

高松 465 450 393 126 139 112 27.1% 30.9% 28.5%

岡山 608 605 551 166 146 111 27.3% 24.1% 20.1%

那覇 685 614 522 149 131 111 21.8% 21.3% 21.3%

宇都宮 509 458 421 130 121 105 25.5% 26.4% 24.9%

岐阜 402 437 403 93 105 87 23.1% 24.0% 21.6%

前橋 565 480 426 120 85 87 21.2% 17.7% 20.4%

合計 23,511 22,318 20,958 5,003 4,767 4,394 21.3% 21.4% 21.0%

(2) 更生保護就労支援事業実施庁以外（３２庁）

H27 H28 H29 H27 H28 H29 H27 H28 H29

水戸 763 726 643 156 162 148 20.4% 22.3% 23.0%

新潟 350 350 353 88 100 99 25.1% 28.6% 28.0%

奈良 350 378 307 88 101 96 25.1% 26.7% 31.3%

仙台 487 423 412 103 85 89 21.1% 20.1% 21.6%

熊本 524 494 395 133 94 88 25.4% 19.0% 22.3%

長野 348 363 303 73 69 83 21.0% 19.0% 27.4%

長崎 395 364 307 97 105 81 24.6% 28.8% 26.4%

福島 356 340 342 78 82 79 21.9% 24.1% 23.1%

松山 454 410 356 112 100 74 24.7% 24.4% 20.8%

山口 291 299 257 58 51 74 19.9% 17.1% 28.8%

釧路 231 241 223 66 64 67 28.6% 26.6% 30.0%

津 445 385 361 85 75 67 19.1% 19.5% 18.6%

大分 276 227 236 62 39 65 22.5% 17.2% 27.5%

青森 278 220 184 79 80 63 28.4% 36.4% 34.2%

鹿児島 267 274 279 57 74 61 21.3% 27.0% 21.9%

大津 354 326 323 65 78 58 18.4% 23.9% 18.0%

和歌山 391 350 249 71 80 58 18.2% 22.9% 23.3%

高知 261 223 177 88 52 57 33.7% 23.3% 32.2%

旭川 173 154 169 49 39 55 28.3% 25.3% 32.5%

宮崎 301 280 251 71 58 54 23.6% 20.7% 21.5%

松江 147 132 154 45 23 52 30.6% 17.4% 33.8%

佐賀 260 221 232 54 41 50 20.8% 18.6% 21.6%

秋田 137 130 122 55 53 47 40.1% 40.8% 38.5%

甲府 216 202 196 48 44 44 22.2% 21.8% 22.4%

函館 144 148 149 49 53 42 34.0% 35.8% 28.2%

山形 179 124 119 50 39 38 27.9% 31.5% 31.9%

徳島 228 192 180 50 51 33 21.9% 26.6% 18.3%

金沢 179 228 205 35 52 31 19.6% 22.8% 15.1%

盛岡 146 123 130 40 48 31 27.4% 39.0% 23.8%

鳥取 138 159 106 39 43 30 28.3% 27.0% 28.3%

富山 159 153 158 19 30 28 11.9% 19.6% 17.7%

福井 138 137 135 18 32 24 13.0% 23.4% 17.8%

合計 9,366 8,776 8,013 2,181 2,097 1,966 23.3% 23.9% 24.5%

庁名
保護観察終了者 無職者 終了時無職者率

庁名
保護観察終了者 無職者 終了時無職者率



就職後のフォローアップ（職場定着支援）の必要性について

【背景】

 厚生労働省と法務省が共管して行う「刑務所出所者等総合的就労支援対策」にお

ける就職件数は，開始当初（平成１８年度）の４７１件から平成３０年度で３，

５２１件まで増加

 一方，平成３０年度に協力雇用主に対して行ったアンケート調査でも，回答した

協力雇用主のおよそ５割が出所者等を雇用しても半年以内に辞めてしまうと回答

 さらに，刑務所に再び入所した者のうち，約７割が再犯時に無職（平成２９年法

務省調査）

【課題】

 出所者等は，職業経験や社会性が極めて乏しい者が多く，職場での些細な出来事

で離職や再犯に至るという傾向があり，雇用主についても出所者等の指導や業務

の割り当て，他の従業員との関係を含めた雇用管理の方法が分からず，雇用に大

きな不安を抱えている。

 保護観察所は，保護観察官または保護司による生活指導を専門的に行う機関であ

るところ，職場定着のためには，これらの生活指導に加えて，職場の中にまで入

って，雇用管理や職業能力の開発等に関するきめ細かな専門的支援を行う必要が

ある。

【対応策】

 民間のノウハウを活かした次の対応を検討

 出所者等に対しては，職場のルールやマナーの理解，人間関係作りの橋渡し，コ

ミュニケーションの改善，仕事を覚えるための助言・援助，健康管理や生活リズ

ムの構築支援等の実施による職業能力や職業態度の向上を図ること。

 雇用主に対しては，職場の様子を観察しながら，出所者等の特性の理解やそれを

踏まえた指導方法や接し方の相談支援，受入体制や職場配置，職務内容の設定と

いった雇用管理に関する助言等を実施

出所者と雇用主の近くに寄り添い，きめ細かな支援等を行う仕組みが必要

就職後のフォローアップ（職場定着）が大きな課題

出所者等及び雇用主双方に対する「職場定着支援」の実施が不可欠






























































